
会 議 録様式第３号

会 議 名
川西市情報公開審査会（第103回）（審議会等名）

事 務 局 総 務 部 行 政 室 総 務 課 内線（２３２１）(担 当 課）

開 催 日 時 平成21年2月25日(水）午後4時35分～午後6時15分

開 催 場 所 本庁舎 ４階 庁議室

出 委 員 村上委員（会長）・中井委員・水鳥委員・ 吉川委員

席 欠席委員 田中委員（副会長）

山口総務部長・森総務課長・佐藤課長補佐・岩脇主査・竹下者 事 務 局

傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 －－ 人

審議事項については、川西市情報公開条例第７条第１項第５号(事傍聴不可・一部不可の

務事業執行情報)の規定に該当するため。場合は、その理由

１ 会長あいさつ

会 議 次 第 ２ 審議事項

情報公開条例に係る諮問第89号について

平成20年10月７日付第１号公文書不存在決定通知書で非公

開（不存在）処分にした「建築確認申請書（平成20年８月

21日 第K08-0607号）にかかる異議申立てについて

３ その他

会 議 結 果 当該諮問案件の審議を行い、前回「答申(案)」作成を担当するこ

ととなった委員から提示された「原案」に基づいて、その内容が審

議され、方向性についての異論はなかったが、文言及び表現等につ

いて若干の変更部分が生じたことから、後日、作成を担当した委員

の修正受けて、新たに審査会は開催せずに、事務局が各委員との個

別調整を行いながら、最終的判断を会長に委ね、その上で答申する

こととなった。


